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大分市下水汚泥固形燃料化事業について
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下水処理場で発生

した下水汚泥

固形燃料

下水汚泥固形燃料化プラント

運搬・販売

下水処理場で発生

した下水汚泥

運搬・処分

セメント原料

としてリサイクル

セメント業者

運搬・処分

セメント原料

としてリサイクル

セメント業者

こ
れ
か
ら
は

超過分を

石炭火力発電所、製紙工場等

（代替燃料として）

■石炭と混焼

バイオマス活用

による循環型社
会の構築

運 搬
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其の一、固形燃料への改質による下水汚泥の長期安定した有効利用

其の二、循環型社会の形成による 地球温暖化防止への寄与

其の三、安価に下水汚泥を有効利用し コスト縮減を実現

下水汚泥固形燃料化事業とは

販売(有価物)



下水汚泥の燃料化では、長期間利用先を確保するため、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方
式で事業化し、燃料化事業者は、燃料化施設の設計・建設だけではなく、維持
管理・運営、ならびに事業期間中に製造した固形燃料を全量買取り、固形燃料
の利用先を確保し、燃料利用に供する事業スキームが多く採用されています。
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図．事業スキームの例

下水汚泥固形燃料化事業とは
◆其の一、下水汚泥の長期安定した有効利用
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下水汚泥は生物由来の熱量を有し、バイオマスエネルギーとして利用
することが可能です。バイオマスエネルギーは大気中のCO2を増加させな
いカーボンニュートラルなエネルギーであり、化石燃料代替として利用
することで更なる温室効果ガスの抑制が期待されています。

図．某都市における焼却と燃料化における温室効果ガス排出量

下水汚泥固形燃料化事業とは
◆其の二、地球温暖化防止への寄与

※GHG：温室効果ガス（Green House Gases）
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固形燃料輸送に伴うGHG排出量

固形燃料製造に伴うGHG排出量

石炭使用に伴うGHG排出量
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下水汚泥固形燃料化事業とは
◆其の三、安価に下水汚泥を有効利用し コストを縮減

コスト縮減イメージ図



(愛知県)衣浦東部浄化ｾﾝﾀｰ
(汚泥燃料化施設 100t/日×1基)

(広島市)西部水資源再生ｾﾝﾀｰ
(汚泥燃料化施設 50t/日×2基)
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下水汚泥固形燃料化施設の外観イメージ



下水汚泥固形燃料化プラントについて（予定）

７０ｔ～８０ｔ／日

令和６年度

ＤＢＯ方式

２０年

施 設 能 力

供用開始予定

事 業 方 式

管理運営期間
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広域化・共同化について

大分県内で別府市と佐伯市が本施設への汚泥の持ち込みの意
向を示している。その２市との広域化の協議を進めているが、その
他の県内自治体も興味を示している。
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広域化・共同化を踏まえた事業スキーム（案）

セメント業者など

運搬、販売

下水汚泥固形燃料化施設

石炭火力発電所、製紙工場等

大分市

下水汚泥

■石炭と混焼

バイオマス活用に

よる循環型社会の

構築

石 炭

設計・建設

運転・保守・運営

流通・販売

セメント原料など
としてリサイクル

ＳＰＣ事業者

水のリサイクル

水資源再生センター

他都市

下水汚泥

処理水排水

下水汚泥
（余剰分）

下水汚泥

汚泥

ＤＢＯ方式

固形燃料

（搬入汚泥量の

１０％程度）

【市内】

・日本製鉄

・王子マテリア

など

【県外】

・九州電力

松浦発電所

・電源開発

松浦火力発

電所

など

廃棄物

有価物

★大分市と参加自治体の汚

泥量を最終調整し本市、参

加自治体にとって最適な

能力を整理決定する。
整理はアドバイザリー業務の

中で行う。

現時点では、

能力７０ｔ～８０ｔを想定。



下半期第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期

種　別
Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ６年度

～

Ｒ26年度Ｒ５年度

第３四半期 第４四半期
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～3月

上
半
期

下
半
期

上
半
期

下
半
期

4
～9月

上半期

①

業務支援
（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ）

【大分市下水汚泥燃料化事業
　　　　　アドバイザリー業務委託】
受注者　：日本水工設計㈱　大分事務所
履行期間：令和2年3月24日～令和4年3月31日

④ 設計・建設工事

② 事業者選定委員会

③ 事業者選定（ＳＰＣ）

業 務 支 援

委員会３回目 10/15頃

Ｒ６．１０
供用開始予定

・落札者決定までの審査

（事業者ヒアリングを含む）

委員会４回目 11/10頃

委員会１回目 4/21

委員会２回目 2/10頃

・要求水準書作成及び条件整理

・入札、契約形態の検討

・事業者選定資料の作成など

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
契約準備期間

最適事業地の選定

4/10頃

(事業概要説明、最適事業地の選定)

(公告事項確認)

(提案者の評価等)

(落札者選定)

設計・建設工事

【事業運営】R6.10-R26.9 （２０年間）

基本協定締結

事業契約締結

入札公告実施方針の公表 落札者決定通知締切

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約 3/23
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今後の事業スケジュール


